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議 題 １ 家庭系可燃ごみ処理有料化について  
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事務局  開式のことば 

     傍聴者なしの報告 

     会議中の録音・写真撮影の了承の確認 

      

事務局  あいさつ 

 

座 長  あいさつ、議事進行 

 

議題１ 家庭系可燃ごみ処理有料化について 

 

事務局 資料により説明 

 １ これまでの取り組みについて 

  平成 30年 6月条例・規則の改正以降平成 31年 2月まで有料化実施に向けた取り

組み。要綱改正、住民向け説明会、広報掲載、PR入りごみ袋の販売、取扱店契約 

新指定ごみ袋の販売開始 

 ２ 家庭系可燃ごみ処理有料化の周知について 

  平成 30年 6月の販売店での周知以降の取り組みを説明 

 ３ 説明会での主なご質問について 

  Q＆Aで 124項目にまとめたことを説明 

 ４ 現在の指定ごみ袋（半透明青色）の買戻しについて 

  5月 13 日から 11月 29日まで、旧指定ごみ袋の買戻しを実施すること及び価格、

買戻し会場について説明 

 ５ ごみの組成調査の予定について 

  平成 31年度中にもえるごみの組成調査を実施することを説明 

 ６ 今後の対策について 

 （１）違反ごみ排出者への指導 内容物を確認し排出者が特定できた場合について 

 （２）ごみステーションへの立ち当番の実施予定について 

 （３）ごみ減量施策の今後の検討について 

 ７ 家庭系可燃ごみ処理有料化実施に向けたお願い 

 （１）4月以降の違反状況についての情報提供のお願い 

 （２）新指定ごみ袋の景品などに扱えないことについて 

 （３）ごみゼロ運動活動時の指定ごみ袋について 

 

推進員  有料化説明会の世帯参加率 19％というのは決していいとは思わない。もっ

と PRする方法はないか。4月 1日以降、きちんと新しい袋で出されるのか。 

 

事務局  新しい指定ごみ袋で出されないところは、チラシを配るなどして PRする。 

 



推進員  アパート、マンションは掲示板にチラシを貼るとよいのでは。 

 

事務局  コミュニティに入っていない方への周知、ごみ袋の販売での PR、ごみステ

ーションでの PR、ステーションごとに対応もする。 

 

推進員  管理が行き届かないアパートはどうか、外国人はどうか。夜出されていて

まったくルールが守られないところがある。最近、ベトナム人も多い。ベト

ナム語のお知らせも追加してほしい。 

推進員  放置しておけば回収してくれると思われる。ルールを知っていて違反をや

る人への法的なペナルティが必要。このままでは、コミュニティに入る人も

減り、コミュニティ活動も衰退する。 

また、ごみ袋を景品にしてはいけないと言うが、ルールが厳しすぎるので

はないか。 

 

事務局  ごみ袋の中を確認して、誰が出したか分かれば個別の指導をする。 

転入者には住民課の手続きの後に説明するようにしている。ベトナム語など

の対応はすぐにはできない。 

罰金については非常に難しい。違反者が分かった場合は罰金を科すが、わ

からない場合は科さないとなると公平性が保てない。 

ごみ袋を景品にできるかどうかについては、条例の規定によりできない。 

 

推進員  ごみ袋の売れ行きは把握しているか。買戻しの予算は足りるのか 

 

事務局  ごみ袋取扱店の買い付けの状況が、ここ２週間くらいでかなりの量になっ

ている、毎日どこかの店舗が来ている状況である。買戻しの予算は、足りな

くなりそうであれば補正をする。現在の予算はおよそ 620万円である。想定

した家庭分の枚数は、大 41万 4千枚、中 15万１千枚、小 4万 5千枚である。 

 

推進員  違反ごみを収集しないのは、ねこ、カラスの被害になる。立ち番をするべ

きでは。このままでは旧袋で出されるだろう。いきなり切り替えるのではな

く新旧併用できる期間が必要だったのではないか。店舗に在庫状況を問い合

わせどれくらい購入があるか把握するとよい。新しいごみ袋への切り替えが

進んでいるのかわかる。 

ボランティアごみについてだが、アダプトプログラムの予算が少ないので

は。アダプトプログラムの報告書などわざわざ役場に行く必要があり面倒だ。 

 コミュニティセンターでごみ袋を渡せるようにできるようにしてほしい。

ボランティアで必要なものかどうかは判断できる。簡単にできるようにして

ほしい。 



ボランティアごみは、老人会、子供会がいろいろやっている。自分たちで

袋を買っている。アダプトプログラムでの登録する方法しかないのか。枚数

管理などたいへん。コミュニティセンターでできるほうがよい。また、直接

クリーンセンターに持ち込む方が効率的な場合もある。処理費がかからない

ようにしてほしい。 

いろいろな場合が考えられる。役場の方で整理をして示してほしい。 

 

事務局  アダプトプログラムの簡素化について協働推進課と協議する。コミュニテ

ィセンターで支給できる方法も検討する。ボランティアごみで多量で出たご

みも公用で出来る仕組みも検討する。 

 

推進員  都市整備課の公園の草刈はどうか？委託料にごみ処理の費用は明確になっ

ていないのでは。都市整備課と話をしてほしい 

 

事務局  公園の委託については、都市整備課と相談するが、基本的にはお金をもら

ってやっているものは事業系のごみなので、ごみステーションに出せない。

ボランティアごみとは区別していただきたい。 

クリーンセンターの処理料金も４月から上がるので委託料の単価設定や算

出根拠については都市整備課に確認する。 

 

推進員  この会議の時期が遅い。１か月前にやるべき。持ち帰って地区のみなさん

に話をするのに、有料化開始１週間前とは遅すぎる。ごみ出しの状況と対応

は、１か月くらい猶予をみてからやるべき。 

自治会でごみ袋を配付することは認めるようルールを緩和してほしい。条

例改正が必要ならやってほしい。街の声を聞くにしても時間がなさすぎる。

１週間前では遅すぎる。 

 

事務局  開催時期が遅くたいへん申し訳ない。違反ごみの収集については、次のご

み収集に影響がでないようにする。自治会でごみ袋を配りたいとの件につい

ては、ごみを出す人が負担していただくのが有料化の主旨なので今のところ

無料配布はご遠慮いただきたい。 

 

推進員  ごみ袋をもっと小さい袋が必要ではないか。夏は特にこまめに捨てたい。 

 

事務局  より小さい袋については今後の利用の状況を見て検討していく。 

 

推進員  ごみ袋の配布は非常に喜ばれる。どうしてもだめなのか 

 



町長   ごみ処理有料化は、ごみ減量化のため、ごみを出した量に応じて負担して

いただくのが主旨なので、無料配布というのはできない。そこは崩せないと

ころだと考えている。 

また、ごみ出しのルールは最初から厳しくしないと、１か月経ってから厳

しくしたらいいのかというのも問題なので、最初からしっかりやるべきと考

える。 

真剣にいろいろ考えていただき、大変ありがたい。アダプトに関する提案

など考えていきたい。 

 

推進員  現状、非常に分別が悪いところがいくつもある。中身を調べるとか立ち当

番とかだけでは対応しきれないのではないか。86 回も説明した努力が報わ

れるフォローが必要。 

推進員  違反対応については、４月からしっかりやったほうがよい。 

ごみゼロで青い袋を使うのであればすぐに収集してほしい。青い袋でもい

いと勘違いする人がいると困る。 

推進員  ごみの分別など子供の教育も重要、保育園児から必要である。 

推進員  私の考えは、違反ごみはすぐ収集してほしい。もしくは、知多市は１か月

間新旧袋の猶予があった。東浦もそうすべき。 

老人クラブや子供会の清掃は、事業系ごみとは感じていない。安い金額で

やってもらっている。クリーンセンターに持っていけとは言えない。考えて

ほしい。 

 

事務局  公園の関係については都市整備課に相談する。４月から青い袋で出すもの

については、猶予というのは考えていない。違反に対してはシールを貼って

すぐには収集しない対応をとる。どれだけの期間残していくのかはまだ検討

の余地があるが、有料化実施まで間がないのではっきり申し上げる。旧指定

ごみ袋を使ってもよい猶予というのはしない。 

可燃ごみの分別を徹底するとプラスチックが増える。収集回数を増やすか

検討する。 

現在、LED 照明が主流になっていきている。蛍光灯については製造中止も

決まっている。そのため蛍光灯の廃棄が増える、その対応の検討も考えてい

る。 

 

推進員  住民としてはごみ袋が高くなって面倒になる。有料化をやってよかったこ

とを住民にアピールしてほしい。手数料の使い道もよくわからないに説明で

はなくはっきりしてほしい。 

推進員  広報に関して防災無線で放送はあるか。 

 



事務局  防災無線の運用規則で利用できるようなら検討する。 

 

閉会 

 

 


